
１　救助活動及び救急業務の実施状況
⑴概要
ア　救助活動の実施状況
　平成26年中の全国の救助活動実施状況は，救助
活動件数５万6,695件，救助人員５万7,809人であ
り，前年と比較すると，救助活動件数は220件
（0.4％）減少したが，救助人員は150人（0.3％）
増加した（第1-19表）。
　イ　救急業務の実施状況
　平成26年中の全国の救急業務実施状況は，ヘリ
コプターによる出動件数を含め，598万8,377件で，
前年と比較し，６万9,438件（1.2％）増加した。
また，搬送人員は，540万8,635人で，前年と比較し，
６万12人（1.1％）増加した。
　また，救急自動車による出動件数は，全国で１
日平均１万6,397件であり，約5.3秒に１回の割合
で救急隊が出動し，国民の約24人に１人が救急隊
によって搬送されたことになる。

⑵交通事故に対する活動状況
　平成26年中の救助活動件数及び救助人員のう
ち，交通事故に際して救出困難な者が生じた場合
に，消防機関が救助活動に当たったものは１万
5,096件で，救助人員は２万18人となっており，
それぞれ全体の26.6％，34.6％を占めた。
　また，平成26年中の救急自動車による救急出動
件数598万4,921件，搬送人員540万5,917人のうち，
交通事故によるものは，それぞれ51万8,372件
（8.7％），50万8,013人（9.4％）となっている（第
1-20表）。
　救急業務全体に占める交通事故に起因するもの
の割合は減少傾向にあるが，救助活動に占める割
合は依然として高い水準にあり，事故の種類・態
様の複雑多様化に対処するためにも，引き続き救
助・救急体制の一層の拡充が必要である。

救助・救急活動の充実第６節

▶第1-19表 救助活動件数及び救助人員の推移

 区分

年

救助活動件数 救助人員

件数 対前年 
増減率

うち交通事故 
による件数 人員 対前年 

増減率
うち交通事故 
による人員

件 ％ 件 人 ％ 人
平成22年 55,031 3.6 16,585 58,682 6.7 23,349
　　23　 57,641 4.7 16,194 63,618 8.4 21,578
　　24　 56,103 －2.7 16,080 59,338 －6.7 21,610
　　25　 56,915 1.4 15,828 57,659 －2.8 20,333
　　26　 56,695 －0.4 15,096 57,809 0.3 20,018

注　消防庁資料による。

▶第1-20表 救急自動車による救急出動件数及び搬送人員の推移

 区分

年

救急出動件数 救急搬送人員

件数 うち交通事故 
による件数

全件数に対する
割合 人員 うち交通事故 

による人員
全人員に対する

割合
件 件 ％ 人 人 ％

平成22年 5,463,682 556,569 10.2% 4,979,537 561,646 11.3%
　　23　 5,707,655 555,402 9.7% 5,182,729 553,796 10.7%
　　24　 5,802,455 543,218 9.4% 5,250,302 539,809 10.3%
　　25　 5,915,683 536,807 9.1% 5,346,087 529,544 9.9%
　　26　 5,984,921 518,372 8.7% 5,405,917 508,013 9.4%

注　消防庁資料による。
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２　救助・救急体制の整備
⑴概要
ア　救助隊及び救急隊の設置状況
　平成27年４月１日現在，救助隊は全国750消防
本部の97.2％に当たる729消防本部に1,427隊設置
されており，救助隊員は２万4,330人である。救
助隊を設置している消防本部の管轄対象となって
いる市町村は，全国1,719市町村の95.3％に当たる
1,639市町村である。また，救急隊は全国で5,069
隊設置されており，救急隊員は６万1,010人で，
救急業務実施市町村数は，全国1,719市町村の
98.3％に当たる1,689市町村である。
　より高度化する救助・救急需要に適切に対処す
るため，引き続き，高度かつ専門的な教育を受け
た救助隊員及び救急隊員の配置を推進している。
イ 　救助・救急用資機材等の整備に対する財政
措置

　救助活動に必要な救助工作車や救助器具，救急
救命士による救急救命処置等の実施に必要な高規
格救急自動車や高度救命処置用資機材，消防防災
ヘリコプター等の整備に対して地方交付税措置
等，所要の財政措置を行っている。
⑵救助・救急体制の整備
　大規模道路交通事故等，多数の負傷者が発生す
る大事故に対処するため，消防機関や医療機関等
の関係機関における連携体制の充実強化及び救護
訓練の実施等により，救助・救急体制の構築を推
進している。
⑶心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進
　交通事故による負傷者の救命を図り，また，被
害を最小限にとどめるためには，救急救助体制及
び救急医療体制の整備・充実に加え，バイスタン
ダー（事故現場に居合わせた人）による負傷者に
対する迅速かつ適切な応急手当の実施が重要であ
り，広く応急手当の普及を図ることが有効である。
　このため，自動車運転者については，大型免許，
中型免許，普通免許，大型二輪免許，普通二輪免
許，大型第二種免許，中型第二種免許又は普通第
二種免許を受けようとする者に対して，応急救護
処置（交通事故現場においてその負傷者を救護す
るため必要な応急の処置）に関する講習の受講が
義務付けられており，大型第二種免許，中型第二

種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に
対して行う応急救護措置に関する講習は，第一種
免許に係る講習以上に高度な内容となっている。
また，指定自動車教習所の教習カリキュラムには，
応急救護措置に関する内容が盛り込まれている。
　消防機関においては，「救急の日」（９月９日）
や「救急医療週間」（９月９日を含む一週間）を
中心に，「応急手当の普及啓発活動の推進に関す
る実施要綱」に基づき，一般市民に対する応急手
当の普及啓発に努めるとともに，応急手当指導員
等の養成や応急手当普及啓発用資機材の整備を推
進している。同要綱に基づき平成26年中に行われ
た応急手当指導員講習（普通救命講習又は上級救
命講習の指導にあたる応急手当指導員を養成する
講習）の修了者数は8,866名，応急手当普及員講
習（事業所又は防災組織等において当該事業所の
従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通
救命講習の指導にあたる応急手当普及員を養成す
る講習）の修了者数は１万1,929名であった。
　また，地域住民等に対する応急手当普及啓発活
動については，普通救命講習受講者数が137万
6,149名，上級救命講習受講者数が８万4,864名と
なっている。
　なお，平成16年から非医療従事者によるAED
（自動体外式除細動器）の使用が認められたこと
を受け，「応急手当の普及啓発活動の推進に関す
る実施要綱」が改正され，AEDの内容を取り入
れた救命講習の実施が促進されているほか，心肺
蘇生法については，23年10月に（一財）日本救急
医療財団の心肺蘇生法委員会及び日本蘇生協議会
より，日本版心肺蘇生ガイドラインが示されたこ
とから，当該ガイドラインを踏まえた内容により
講習が実施されている。より専門性を高めつつ受
講機会の拡大等を図るため，主に小児・乳児・新
生児を対象とした「普通救命講習Ⅲ」や住民に対
する応急手当の導入講習（「救命入門コース」），e
ラーニングを用いた分割型の救命講習を新たに追
加するなど，国民のニーズに合わせた効果的な応
急手当の普及啓発に取り組んでいる。
　学校においては，学習指導要領に基づいて，中
学校，高等学校の保健体育の中で，生徒に対して
心肺蘇生法等の応急手当について指導するととも
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に，教員に対しては，心肺蘇生法の実習を含む各
種講習会を開催した。平成26年度は，文部科学省
と連携して，学校におけるAEDの使用を含む応
急手当講習の受講を推進するため，救急医療週間
から26年度末までを，応急手当講習受講キャン
ペーン期間と位置付け，この期間に各学校におい
て，管轄する消防署等と連携し，可能な限り
AEDの使用を含む応急手当講習が計画的に開催
されるよう促した。また，27年10月に（一社）日
本蘇生協議会から新しい日本版蘇生ガイドライン
が発表された。これを受けて救急蘇生法の指針「市
民用」も改訂されることから，「応急手当の普及
啓発活動の推進に関する実施要綱」の改正等に向
けて検討を進めている。
　さらに，㈳日本交通福祉協会は，安全運転管理
者，運行管理者等を対象に，実技指導を主体とす
る交通事故救急救命法教育講習会を全国的に実施
した。
⑷ 救急救命士の養成・配置等の促進，ドクターカー
の活用促進
ア　救急救命士制度
　病院又は診療所に搬送されるまでの間に，重度
傷病者の症状の著しい悪化を防止し，又はその生
命の危機を回避するために緊急に必要な救急救命
処置を行う救急救命士の資格保有者数は，平成26
年度末現在で，４万8,769人であり，搬送途上の
医療の確保が図られている。
　また，平成27年４月１日現在，全国の消防機関
における救急救命士有資格者数は３万2,813人，
うち救急救命士として運用されている者は２万
4,223人である。なお，救急救命士有資格者３万
2,813人のうち，気管挿管を実施することができ
る救急救命士は，１万5,484人，薬剤投与（アド
レナリン）を実施することができる救急救命士は，
２万5,725人である。また，心肺機能停止前の重
度傷病者に対する静脈路確保及び輸液を実施する
ことができる救急救命士の数は6,084人，血糖測
定及びブドウ糖溶液の投与を実施することができ
る救急救命士の数は6,125人である。
イ　救急救命士資格の取得
　救急隊員に救急救命士資格を取得させるための
教育訓練は，各都道府県からの出捐金により設立

された（一財）救急振興財団の救急救命東京研修
所及び救急救命九州研修所や，政令指定都市等が
設置している救急救命士養成所において実施され
ている。また，専門学校や大学においても救急救
命士養成課程を設置しているところもある。
ウ　ドクターカーの活用促進

　医師等が救急現場及び搬送途上に出動し，救急
処置を行うことにより，救命効果の向上を図るた
め，ドクターカーの配置と活用を促進している。
⑸消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進
　消防防災ヘリコプターによる救急搬送に関して
は，昭和41年に東京消防庁でヘリコプターが導入
されて以来実施されているが，平成10年の消防法
施行令（昭36政令37）の一部改正，15年の消防組
織法（昭22法226）の改正等により，消防防災ヘ
リコプターによる救急活動のための救急隊員の配
備や装備等の基準に加え，都道府県の航空消防隊
による市町村消防の支援について，法的根拠を明
確にするなど，消防防災ヘリコプターの機動性を
活かした，効果的な救急業務の実施を促進している。
⑹救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実
　交通事故等に起因する救急・救助活動において，
事故の種類，内容の複雑多様化に対応するため，
救助隊員・救急隊員の資質の向上を図っている。
　また，消防本部においても年間の訓練計画等に
基づき職場教育を定期的に実施している。
⑺ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の
整備

　東日本高速道路株式会社，中日本高速道路株式
会社，西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡
高速道路株式会社（以下「高速道路株式会社」と
いう。）並びに関係市町村等は，通信連絡体制の
充実を図るなど連携を強化し，高速自動車国道等
における適切かつ効率的な人命救護の実施に努め
ている。
　現在，高速自動車国道等の全ての区間について，
市町村の消防機関が救急業務を実施しており，沿
線市町村においては，インターチェンジ近くに新
たに救急隊を設置するなど，高速自動車国道等に
おける救急業務実施体制の充実を図ってきた。こ
のため，高速道路株式会社により，インターチェ
ンジ所在市町村等に対し財政措置が講じられてい
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るほか，高速道路等における救急業務に要する経
費について，特別交付税が措置されている。
⑻現場急行支援システムの整備
　人命救助その他の緊急業務に用いられる車両を
優先的に走行させる信号制御等を行い，現場到着
時間の短縮及び緊急走行に伴う交通事故防止を図
る現場急行支援システム（FAST）の整備を図った。
⑼緊急通報システムの整備
　事故発生時等に車載装置・携帯電話等を通じて
その発生場所等の位置情報を通報することなどに
より，緊急車両の現場到着時間を短縮し，負傷者
の早期救出及び事故処理の迅速化を図る緊急通報
システム（HELP）の普及を図った。

３　救急医療体制の整備
⑴救急医療機関等の整備
　救急医療機関の整備については，救急隊により
搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機
関としての救急病院及び救急診療所を告示し，医
療機関の機能に応じた初期救急，入院救急（二次）
及び救命救急（三次）医療機関並びに救急医療情
報センターからなる体制の体系的な整備を推進した。
　救急病院及び救急診療所は，厚生労働省令に定
める基準に基づいて都道府県知事が告示すること
となっており，平成26年度末現在の救急病院及び
救急診療所は，全国で4,187か所である。
　平成26年度の救急医療対策関係予算の主な内容
は，次のとおりである。
ア　救急医療機関の整備
ア　初期救急医療機関の整備
　初期救急医療体制は，地方公共団体等に設置す
る休日夜間急患センター及び地域医師会で実施し
ている在宅当番医制からなり，休日夜間急患セン
ターについては，平成26年度末までに，560か所
整備されており，在宅当番医制については，613
地区の整備を行った。
イ　入院救急（二次）医療機関の整備
　入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れ
る救急医療体制は，二次医療圏（おおむね都道府
県を数地区に分割した区域）を単位とする病院群
輪番制及び共同利用型病院方式からなり，平成26
年度末までに，それぞれ399地区，11地区の整備

を行った。
　また，入院を要する小児救急医療体制を構築す
るため，輪番制方式等により夜間・休日に小児救
急患者を受け入れる医療機関について，平成26年
４月１日現在で，164の小児救急医療圏で整備を
行うとともに（小児救急医療支援事業），小児救
急医療支援事業の実施が困難な複数の二次医療圏
から小児重症救急患者を受け入れる小児救急医療
拠点病院について，26年４月１日現在で，31か所
（48地区）の整備を行った。
ウ　救命救急（三次）医療機関の整備

　重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重
篤救急患者の救命医療を担当する24時間診療体制
の救命救急センターについては，平成26年度末現
在で，271か所の整備を行った。
　また，救命救急センターのうち広範囲熱傷，指
肢切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高
度救命救急センターについては，平成26年度末現
在で，34か所の整備を行った。
イ　救急医療情報システムの整備

　救急医療機関の応需体制を常時，的確に把握し，
医療機関，消防本部等へ必要な情報の提供を行う
救急医療情報センターについては，平成26年４月
１日現在で，44か所の整備を行った。
ウ　救急医療設備の整備

　自動車事故による被害者救済の充実強化を図る
ため，全国の医療機関の救急医療機器の整備に関
し，自動車安全特別会計から補助を行っている。
平成26年度は７施設に対し，約9,269万円の補助
金を交付した。
⑵救急医療担当医師・看護師等の養成等
　救急医療を担当する人材を確保するため，救急
医療を担当する医師及び看護師を対象に，救急医
療に関する講習及び実習を関係団体に委託して実
施した。
　また，医師の卒業前の教育・臨床研修において
救急医療に関する教育研修の充実に努めるととも
に，看護師養成課程においても，救急医療に関す
る教育の充実に努めている。
⑶ドクターヘリ事業の推進
　救急現場や搬送途上における医療の充実を図る
ため，ドクターヘリについては，平成19年６月27
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日に施行された「救急医療用ヘリコプターを用い
た救急医療の確保に関する特別措置法（平19法
103）」に基づき，普及推進を図っているところで
あり，27年８月現在で，38道府県，46機のドクター
ヘリが運航されている。

４　消防機関と医療機関等の連携体制の充実
⑴ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関す
る基準
　119番通報から傷病者を病院に収容するまでに
要する時間が年々延伸化する傾向にあり，傷病者
を受け入れる医療機関が速やかに決まらない事案
も多数発生している。このような状況を受けて，
平成21年に消防法（昭23法186）が改正され，都
道府県においては，消防機関による傷病者の搬送
及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速か
つ適切な実施を図るため，傷病者の搬送及び傷病
者の受入れの実施に関する基準（以下「実施基準」
という。）を定めるとともに，実施基準に関する
協議等を行うための消防機関・医療機関等を構成
員とする協議会を設置することが義務付けられ，
現在，全都道府県において実施基準が策定済みで
ある。今後，実施基準が有効なものとして機能す
るため，各都道府県においては，PDCAサイクル
に沿った運用改善及び見直しを図っていくことが
重要である。具体的には，都道府県ごとに，消防
機関・医療機関等の関係機関及び住民が，地域に
おける医療提供体制の現状や救急搬送及び受入れ

の実施状況等に対する共通理解を深めつつ，消防
機関・医療機関等が連携体制を強化することによ
り，受入医療機関の選定困難事案の減少を目指す
とともに，傷病者の状況に応じた適切な搬送及び
受入れを行うための体制を構築することが期待さ
れる。
⑵メディカルコントロール体制の強化
　救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置等の
質を向上させ，救急救命士の処置範囲の拡大等に
伴う救急業務の高度化を図るため，消防機関と医
療機関等との連携によって，①医学的根拠に基づ
く，地域の特性に応じた各種プロトコルを作成し，
②救急隊が救急現場等からいつでも迅速に医師に
指示，指導，助言を要請でき，③実施した救急活
動に係る医学的判断や処置の適切性について，医
師による事後検証が行われ，その結果が再教育等
に活用され，④救急救命士の資格取得後の再教育
として，医療機関において定期的に病院実習が行
われることにより，医学的な観点から応急処置の
質を保障する体制（メディカルコントロール体制）
の充実強化を推進している。特に，全国のメディ
カルコントロール協議会の質の底上げ，メディカ
ルコントロール体制の地域間格差の解消や充実強
化を目的として，毎年，全国メディカルコントロー
ル協議会連絡会を開催し，全国の関係者間におけ
る情報共有及び意見交換の促進等を図っている。
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